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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送受信機と、
　ソース基地局から無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを受信するように
前記送受信機を制御するコントローラーと、を含み、
　前記ＲＲＣ接続再構成メッセージは、
　ターゲット基地局との初期アクセスに用いられる複数のコンポーネントキャリアのうち
の第一のコンポーネントキャリアに関連している第一の情報と、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちの第二のコンポーネントキャリアの少なくと
も１つのコンポーネントキャリアインデックスに関連している第二の情報と、
　専用ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに関連している第三の情報
と、を含み、
　前記第一の情報と前記第二の情報は、ターゲット基地局によりハンドオーバー要求肯定
応答メッセージにおいて前記ソース基地局に提供され、
　前記コントローラーは、前記第一の情報と前記第三の情報を用いて前記ターゲット基地
局との前記初期アクセスを実行するように前記送受信機を制御することを特徴とする移動
通信デバイス。
【請求項２】
　前記第一のコンポーネントキャリアは前記第二のコンポーネントキャリアと異なること
を特徴とする請求項１に記載の移動通信デバイス。
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【請求項３】
　前記初期アクセスは、競合なし手順に従って実行されることを特徴とする請求項１に記
載の移動通信デバイス。
【請求項４】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ターゲット基地局によって
生成されるハンドオーバー要求肯定応答メッセージを用いて前記ターゲット基地局から前
記ソース基地局に送信されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信デバイス。
【請求項５】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ソース基地局によって当該
移動通信デバイスにトランスペアレントに伝送されることを特徴とする請求項１に記載の
移動通信デバイス。
【請求項６】
　移動通信デバイスによって実行される方法であって、
　前記方法は、
　ソース基地局から無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを受信することを
含み、
　前記ＲＲＣ接続再構成メッセージは、
　ターゲット基地局との初期アクセスに用いられる複数のコンポーネントキャリアのうち
の第一のコンポーネントキャリアに関連している第一の情報と、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちの第二のコンポーネントキャリアの少なくと
も１つのコンポーネントキャリアインデックスに関連している第二の情報と、
　専用ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに関連している第三の情報
と、を含み、
　前記第一の情報と前記第二の情報は、ターゲット基地局によりハンドオーバー要求肯定
応答メッセージにおいて前記ソース基地局に提供され、
　前記第一の情報と前記第三の情報を用いて前記ターゲット基地局との前記初期アクセス
を実行することを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記第一のコンポーネントキャリアは前記第二のコンポーネントキャリアと異なること
を特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記初期アクセスは、競合なし手順に従って実行されることを特徴とする請求項６に記
載の方法。
【請求項９】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ターゲット基地局によって
生成されるハンドオーバー要求肯定応答メッセージを用いて前記ターゲット基地局から前
記ソース基地局に送信されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ソース基地局によって前記
移動通信デバイスにトランスペアレントに伝送されることを特徴とする請求項６に記載の
方法。
【請求項１１】
　送受信機と、
　ソース基地局からハンドオーバー要求メッセージを受信するように前記送受信機を制御
すると共に前記ソース基地局にハンドオーバー要求肯定応答メッセージを送信するように
前記送受信機を制御するコントローラーと、を含み、
　前記ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、
　ターゲット基地局との初期アクセスに用いられる複数のコンポーネントキャリアのうち
の第一のコンポーネントキャリアに関連している第一の情報と、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちの第二のコンポーネントキャリアの少なくと
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も１つのコンポーネントキャリアインデックスに関連している第二の情報と、
　専用ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに関連している第三の情報
と、を含み、
　前記コントローラーは、前記第一の情報と前記第三の情報を用いて移動通信デバイスに
よる初期アクセスができるように前記送受信機を制御することを特徴とするターゲット基
地局。
【請求項１２】
　前記第一のコンポーネントキャリアは前記第二のコンポーネントキャリアと異なること
を特徴とする請求項１１に記載のターゲット基地局。
【請求項１３】
　前記初期アクセスは、競合なし手順に従って実行されることを特徴とする請求項１１に
記載のターゲット基地局。
【請求項１４】
　前記ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、当該ターゲット基地局によって生成さ
れることを特徴とする請求項１１に記載のターゲット基地局。
【請求項１５】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ソース基地局によって前記
移動通信デバイスにトランスペアレントに伝送されることを特徴とする請求項１１に記載
のターゲット基地局。
【請求項１６】
　ターゲット基地局によって実行される方法であって、
　前記方法は、
　ソース基地局からハンドオーバー要求メッセージを受信すること、
　前記ソース基地局にハンドオーバー要求肯定応答メッセージを送信すること、を含み、
　前記ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、
　当該ターゲット基地局との初期アクセスに用いられる複数のコンポーネントキャリアの
うちの第一のコンポーネントキャリアに関連している第一の情報と、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちの第二のコンポーネントキャリアの少なくと
も１つのコンポーネントキャリアインデックスに関連している第二の情報と、
　専用ランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルに関連している第三の情報
と、を含み、
　前記第一の情報と前記第三の情報を用いて移動通信デバイスによる初期アクセスができ
るようにすることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記第一のコンポーネントキャリアは前記第二のコンポーネントキャリアと異なること
を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記初期アクセスは、競合なし手順に従って実行されることを特徴とする請求項１６に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、前記ターゲット基地局によって生成さ
れることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第一の情報、前記第二の情報、前記第三の情報は、前記ソース基地局によって前記
移動通信デバイスにトランスペアレントに伝送されることを特徴とする請求項１６に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信デバイスに関し、詳細には、限定はしないが、３ＧＰＰ標準規格に準拠し
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て動作するデバイス、又はその均等物若しくは派生物に関する。本発明は、限定はしない
が、特に３ＧＰＰ標準規格文書ＴＲ３６．８１４において現在規定されているようなＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ロングタームエボリューションアドバンスト）において用いられ
ることになるキャリアアグリゲーションの影響に特に関連する。
【０００２】
　本出願は、２００９年８月１７日に出願された英国特許出願第０９１４３５３．８号に
基づくとともに該特許出願からの優先権の利益を主張する。該特許出願の開示は参照によ
りその全体が本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ８によれば、２０ＭＨｚの送信帯域が規定された。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄでは、１００ＭＨｚまでのシステム帯域幅をサポートするために、キャリアアグリ
ゲーションが用いられることになる。これは、システム帯域幅を、それぞれが個々のコン
ポーネントキャリアを中心にした５つの２０ＭＨｚ部分帯域に分割することを伴う。ＬＴ
Ｅ　Ｒｅｌ８のユーザー機器（ＵＥ）との後方互換性を確保するために、それらの部分帯
域のうちの少なくとも１つはＬＴＥ　Ｒｅｌ８に準拠しなければならない。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄについて、ハンドオーバー中に、ターゲットｅＮＢ（ＵＥの
移動先のセルの基地局）がＵＥに（ＵＥが現在位置するセルの基地局であるソースｅＮＢ
を介して）、ＵＥがターゲットセルにおいていずれのコンポーネントキャリア（ＣＣ：co
mponent carrier）に割り当てられることになるかを知らせることが提案されている。こ
のため、ＬＴＥ内ハンドオーバーにおいて、複数のキャリアコンポーネント（ＣＣ：carr
ier component）が、ハンドオーバー後の使用のためにハンドオーバーコマンド内に構成
されることが提案されている。これは、ＵＥがターゲットセルに到着した後に、この情報
をＵＥにシグナリングする必要を回避し、ターゲットｅＮＢがハンドオーバー後にＵＥに
対し追加のコンポーネントキャリアを構成する必要がないようにするためのものである。
【発明の概要】
【０００５】
　１つの態様では、本発明は、ハンドオーバー後に用いるためにハンドオーバーコマンド
内に構成された複数のキャリアコンポーネント（ＣＣ）のうちのいずれが初期アクセスに
用いられるべきかをＵＥに通信し、ハンドオーバー時のＵＥの初期アクセスを容易にする
ように構成された通信デバイスを提供する。上記コンポーネントキャリアからＵＥに専用
のプリアンブルを提供することができる。
【０００６】
　１つの態様では、本発明は、ターゲット通信デバイスによって実行される方法であって
、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信すること、及び
　前記ユーザー通信デバイスのために、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが
初期アクセスに用いられることになるかを該ユーザー通信デバイスに示す情報を含む複数
コンポーネントキャリア情報を提供すること、
を含む、ターゲット通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【０００７】
　別の態様では、本発明は、ソース通信デバイスによって実行される方法であって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスにハン
ドオーバーされることの通知を供給すること、及び
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスのための複数コンポーネ
ントキャリア情報を受信することを含み、該複数コンポーネントキャリア情報は、複数の
コンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを前記
ユーザー通信デバイスに示す情報を含む、ソース通信デバイスによって実行される方法を
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提供する。
【０００８】
　別の態様では、本発明は、ユーザー通信デバイスによって実行される方法であって、
　通信デバイスから、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセスに用
いられることになるかを該ユーザー通信デバイスに示す情報を含む複数コンポーネントキ
ャリア情報を受信すること、及び
　特定された前記コンポーネントキャリアを用いて初期アクセスを開始すること、
を含む、ユーザー通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【０００９】
　別の態様では、本発明は、ターゲット通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信する受信機と、
　前記ユーザー通信デバイスのために、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが
初期アクセスに用いられることになるかを該ユーザー通信デバイスに示す情報を含む複数
コンポーネントキャリア情報を提供する提供部と、
を備える、ターゲット通信デバイスを提供する。
【００１０】
　別の態様では、本発明は、ソース通信デバイスであって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスにハン
ドオーバーされることの通知を供給する供給部と、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスのための複数コンポーネ
ントキャリア情報を受信する受信機と、を含み、該複数コンポーネントキャリア情報は、
複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセスに用いられることになるか
を前記ユーザー通信デバイスに示す情報を含む、ソース通信デバイスを提供する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は、ユーザー通信デバイスであって、
　通信デバイスから、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセスに用
いられることになるかを該ユーザー通信デバイスに示す情報を含む複数コンポーネントキ
ャリア情報を受信する受信機と、
　特定された前記コンポーネントキャリアを用いてターゲット通信デバイスとの初期アク
セスを開始する開始部と、
を備える、ユーザー通信デバイスを提供する。
【００１２】
　前記複数コンポーネントキャリア情報は、前記ユーザー通信デバイスに伝達するために
前記ソース通信デバイスに提供することができる。
【００１３】
　一実施の形態では、前記通知はハンドオーバーコマンドである。前記複数のコンポーネ
ントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる初期アクセスに用いられ
ることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに通信するために、ハンド
オーバー要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供することができ
る。ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、例えば無線リソース制御メッセージとし
て送信される、前記ユーザー通信デバイスに送信されるトランスペアレントコンテナーを
含むことができる。
【００１４】
　一実施の形態では、前記複数コンポーネントキャリア情報は、専用プリアンブルが、初
期アクセスに用いられることになる前記コンポーネントキャリアから割り当てられること
を示す。
【００１５】
　一実施の形態又は複数の実施の形態では、前記コンポーネントキャリア情報は、キャリ
アごとのコンポーネントキャリアインデックスを含む。
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【００１６】
　コンポーネントキャリア情報は、１つ又は複数の近傍の通信デバイスとの、例えばＸ２
インターフェースセットアップ手順又はＸ２インターフェース更新手順等のセットアップ
手順又は更新手順中にその近傍通信デバイスと交換されても良い。
【００１７】
　前記キャリアコンポーネント情報は、シグナリング、例えばＸ２インターフェース及び
Ｕｕインターフェースにおけるシグナリングに用いることができる。
【００１８】
　一態様では、本発明は、ターゲット通信デバイスによって実行される方法であって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信すること、及び
　前記ユーザー通信デバイスのために、キャリアごとのコンポーネントキャリアインデッ
クスを含む複数コンポーネントキャリア情報を提供すること、
を含む、ターゲット通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【００１９】
　一態様では、本発明は、ソース通信デバイスによって実行される方法であって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンド
オーバーされることの通知を提供すること、及び
　前記ユーザー通信デバイスのために、キャリアごとのコンポーネントキャリアインデッ
クスを含む複数コンポーネントキャリア情報を受信すること、を含む、ソース通信デバイ
スによって実行される方法を提供する。
【００２０】
　一態様では、本発明は、通信デバイスによって実行される方法であって、前記通信デバ
イスが、複数のキャリアコンポーネントを構成すること、アクティベート（ａｃｔｉｖａ
ｔｅ）すること、及びディアクティベート（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）することのうちの少
なくとも１つの間に、シグナリング目的でキャリアコンポーネントインデックスを用いる
こと、を含む、通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【００２１】
　別の態様では、本発明は、通信デバイスによって実行される方法であって、
　前記通信デバイスが、近傍の通信デバイスに複数コンポーネントキャリア情報を供給し
、近傍の通信デバイスから、該近傍の通信デバイスとのＸ２インターフェース等の通信イ
ンターフェースのセットアップ又は更新中に複数コンポーネントキャリア情報を受信する
ことを含む、通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【００２２】
　別の態様では、本発明は、ターゲット通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信する受信機と、
　前記ユーザー通信デバイスのために、キャリアごとのコンポーネントインデックスを含
む複数コンポーネントキャリア情報を提供する提供部と、
を備える、ターゲット通信デバイスを提供する。
【００２３】
　別の態様では、本発明は、ソース通信デバイスであって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンド
オーバーされることの通知を供給する供給部と、
　前記ユーザー通信デバイスのために、キャリアごとのコンポーネントキャリアインデッ
クスを含む複数コンポーネントキャリア情報を受信する受信機と、
を備える、ソース通信デバイスを提供する。
【００２４】
　別の態様では、本発明は、通信デバイスであって、
　近傍の通信デバイスに複数コンポーネントキャリア情報を供給する供給部と、
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　近傍の通信デバイスから、該近傍の通信デバイスとのＸ２インターフェース等の通信イ
ンターフェースのセットアップ又は更新中に複数コンポーネントキャリア情報を受信する
受信機と、
を備える、通信デバイスを提供する。
【００２５】
　１つの態様では、本発明は、通信デバイスであって、
　複数のキャリアコンポーネントを構成すること、アクティベートすること、及びディア
クティベートすることのうちの少なくとも１つの間に、ＵＥ及び該通信デバイスの双方が
シグナリング目的で用いることができるコンポーネントキャリアインデックスを提供する
、通信デバイスを提供する。
【００２６】
　一実施の形態では、コンポーネントキャリアインデックスは、ＵＥに、ハンドオーバー
後にターゲットセルにおいて初期アクセスが実行されることになるコンポーネントキャリ
アを示すのに用いられる。
【００２７】
　１つの態様では、本発明は、通信デバイスであって、セルラーネットワーク内の近傍の
セルの通信デバイスである近傍の通信デバイスとコンポーネントキャリア情報を交換し、
それによってＵＥに提供されたコンポーネントキャリアインデックスが近傍の通信デバイ
スにも知られるようにする、通信デバイスを提供する。
【００２８】
　一実施の形態では、近傍の通信デバイスのコンポーネントキャリア情報は、２つの通信
デバイス間のＸ２インターフェースのセットアップ又は更新中に交換され、キャリアコン
ポーネントインデックスは近傍の通信デバイスに知られている。これらのキャリアコンポ
ーネントインデックスは、Ｘ２インターフェース、及びＵＴＲＡＮとＵＥとの間のエアイ
ンターフェース（Ｕｕインターフェース）におけるシグナリングに用いることができる。
【００２９】
　一実施の形態では、ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デ
バイスからハンドオーバーされることの通知を受信したターゲット通信デバイスは、ソー
スデバイスに、ユーザー通信デバイスが用いるための、複数のコンポーネントキャリアに
関する情報（複数コンポーネントキャリア情報）を提供する。複数コンポーネントキャリ
ア情報は、ユーザー通信デバイスに、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初
期アクセスに用いられることになるかを示す情報を含む。複数コンポーネントキャリア情
報は、コンポーネントキャリアインデックスとすることができる。通信デバイスは、Ｘ２
セットアップ手順又はＸ２更新手順等のセットアップ手順又は更新手順中にコンポーネン
トキャリアインデックスを交換しても良い。
【００３０】
　本発明は、開示される全ての方法について、対応する機器において実行するための対応
するコンピュータープログラム又はコンピュータープログラム製品、機器そのもの（ユー
ザー機器、通信デバイス若しくは通信ノード、又はそれらの構成要素）、及び該機器を更
新する方法を提供する。
【００３１】
　次に、本発明の例示の実施形態を、例として、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明を適用することが可能なタイプの移動電気通信システムを概略的に示す図
である。
【図２ａ】図１に示すシステムの無線リンクを介した通信で用いられる一般的なフレーム
構造を概略的に示す図である。
【図２ｂ】周波数サブキャリアがリソースブロックにどのように分割されるか、及びタイ
ムスロットが複数のＯＦＤＭシンボルにどのように分割されるかを概略的に示す図である
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。
【図３】図１に示すシステムの一部分をなす基地局を概略的に示す図である。
【図４】図１に示すシステムの一部分をなす移動電話（ＵＥ）を概略的に示す図である。
【図５】図４に示す移動電話の一部分をなす送受信機回路部の主要構成要素を示すブロッ
ク図である。
【図６】ハンドオーバープロセスの１つの例を示す図である。
【図７】Ｘ２セットアップ手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
概観
　図１は、ＵＥ｛移動電話［セルラー電話（cellular telephone）若しくは携帯電話（ce
ll phone）とも呼ばれる］であるユーザー機器又は移動（セルラー）電気通信システムを
通じて通信することが可能な他のデバイス｝３－０、３－１、及び３－２が、基地局５－
１又は５－２のうちの一方及び電話ネットワーク７を介して別のＵＥ（図示されているか
又はされていない）のユーザーと通信することができる移動（セルラー）電気通信システ
ムを概略的に示している。移動（セルラー）電気通信システム１は、それぞれが基地局５
を有する、複数のセル又はグラフィックエリアで構成されている。セル内のＵＥは、その
セルの基地局と通信することができ、近傍のセル間で移動することができる。この移動に
は、ＵＥの現在のセルの基地局（ソース基地局）から該ＵＥの移動先のセルの基地局（タ
ーゲット基地局）にＵＥとの通信をハンドオーバーするハンドオーバープロセスが必要と
なる。
【００３４】
　ＵＥ３と基地局５との間の無線リンクのために、複数のアップリンク及びダウンリンク
通信リソース（サブキャリア、タイムスロット等）が利用可能である。この実施形態では
、基地局５は、ＵＥ３に送信されるべきデータ量に応じて、各ＵＥ３にダウンリンクリソ
ースを割り当てる。同様に、基地局５は、ＵＥ３が基地局５に送信しなければならないデ
ータの量及びタイプに応じて、ＵＥ３にアップリンクリソースを割り当てる。
【００３５】
　この実施形態では、システム帯域幅は５つの２０ＭＨｚ部分帯域に分割され、各部分帯
域はそれぞれのコンポーネントキャリアによって搬送される。基地局５は、関係するＵＥ
３の能力、及び基地局５とそのＵＥ３との間で送信されることになるデータの量に応じて
、コンポーネントキャリアのうちの１つ又は複数においてＵＥ３毎にリソースを割り当て
るように動作可能である。ＵＥ３は、異なるコンポーネントキャリア上で信号を受信及び
送信することができる送受信機回路部を有し、ＵＥ３が特定のコンポーネントキャリアを
使用するようにスケジューリングされないとき、そのＵＥは、対応する送受信機回路部の
電源を切って、電池電力を保存することができる。
【００３６】
ＬＴＥサブフレームデータ構造
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ８に関して合意されたアクセス方式及び一般的なフレーム構造において
、ＵＥ３が、基地局５とのエアインターフェースを介してデータを受信できるようにする
ために、ダウンリンクに対して直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）技法が用いられる
。ＵＥ３に送信されることになるデータ量に応じて、基地局５によって（所定の時間量の
間）各ＵＥ３に異なるサブキャリアが割り当てられる。これらは、ＬＴＥ仕様書において
物理リソースブロック（ＰＲＢ）と呼ばれる。それゆえ、ＰＲＢは時間及び周波数次元を
有する。これを行うために、基地局５は、該基地局５がサービス提供しているデバイス毎
にＰＲＢを動的に割り当て、制御チャネルにおいて、サブフレーム（ＴＴＩ）毎の割り当
てを、スケジューリングされたＵＥ３のそれぞれにシグナリングする。
【００３７】
　図２ａは、エアインターフェースを介した基地局５とのＬＴＥ　Ｒｅｌ８通信に関して
合意された一般的なフレーム構造を示す。図に示されるように、１つのフレーム１３は１
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０ｍｓｅｃ（ミリ秒）長であり、１ｍｓｅｃの持続時間の１０個のサブフレーム１５｛送
信時間間隔（ＴＴＩ）として知られている｝を含む。各サブフレーム又はＴＴＩは０．５
ｍｓｅｃの持続時間の２つのスロット１７を含む。各スロット１７は、標準サイクリック
プレフィックスが用いられるか、拡張サイクリックプレフィックス（ＣＰ）が用いられる
かに応じて、６つ又は７つのＯＦＤＭシンボル１９を含む。利用可能なサブキャリアの全
数は、システムの全送信帯域幅に依拠する。ＬＴＥ仕様書は、１．４ＭＨｚ～２０ＭＨｚ
のシステム帯域幅のためのパラメーターを規定し、１つのＰＲＢは現在、１つのスロット
１７の１２個の連続サブキャリアを含むように規定されている。また、ＬＴＥ仕様書によ
って、基地局スケジューラによって割り当てられるリソース割り当ての最も小さな要素と
して、２スロットにわたるＰＲＢも規定されている。その際、これらのサブキャリアはコ
ンポーネントキャリア上に変調され、その信号は所望の送信帯域幅にアップコンバートさ
れる。こうして、送信されたダウンリンク信号は、Ｎｓｙｍｂ個のＯＦＤＭシンボルの持
続時間のＮＢＷ個のサブキャリアを含む。これは、図２ｂにおいて示されるように、リソ
ースグリッドによって表すことができる。グリッド内の各枠は１シンボル周期の単一のサ
ブキャリアを表し、リソース要素と呼ばれる。図に示されるように、各ＰＲＢ２１は、１
２個の連続サブキャリア、及び（この場合）サブキャリアあたり７個のシンボルから形成
される。しかし、実際には、各サブフレーム１５の第２のスロット１７においても同じ割
り当てが行なわれる。
【００３８】
　各サブフレーム１５の開始時に、基地局５は、最初の３つのシンボルにわたって、ＰＤ
ＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）を送信する。残りのシンボルは、ＵＥ３のため
のダウンリンクユーザーデータを搬送するために用いられるＰＤＳＣＨ（物理ダウンリン
ク共有チャネル）を形成する。ＰＤＣＣＨチャネルは、とりわけ、ＵＥ３毎に、ＵＥ３が
そのサブフレームにおいてダウンリンクデータを受信するためにスケジューリングされる
か、又はそのサブフレームにおいてアップリンク送信のためにスケジューリングされるか
を示すデータを含み、それに合わせて、ダウンリンクデータを受信するために、又はアッ
プリンクデータを送信するために使用されるべきＰＲＢを特定するデータを含む。
【００３９】
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
　提案されたＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムでは、より広い送信帯域幅に対応するた
めに、複数の別個の部分帯域が与えられ、各部分帯域は、上記で検討したＬＴＥ構造に、
少なくとも構造に関して類似する。送信される部分帯域が互いに連続であるか、又は不連
続であるように、部分帯域毎のサブキャリアは別々のコンポーネントキャリア上に変調さ
れる。これはキャリアアグリゲーション（ｃａｒｉｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）と
して知られている。それぞれが２０ＭＨｚ幅の５つの部分帯域がある場合、全システム帯
域幅は１００ＭＨｚになる。以下の説明では、用語「部分帯域」及び「コンポーネントキ
ャリア」が交換可能に用いられる。
【００４０】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＵＥ３は１００ＭＨｚまでの帯域幅をサポートするが、任
意の所与の時点において、全スペクトルにおいて送信／受信しない場合がある。ＵＥ３が
電池電力を節約できるようにするために、ＵＥ３が最初にコンポーネントキャリアのうち
の１つ又はそのサブセットを監視し、その後、基地局スケジューラが、ＵＥ３のアクティ
ビティに基づいて、コンポーネントキャリアの異なるサブセット（場合によっては重複す
る）を監視するようにＵＥ３に示すことができるように、システムが構成されることが好
ましい。
【００４１】
基地局
　図３は、図１に示される各基地局５の主要構成要素を示すブロック図である。図に示さ
れるように、各基地局５は送受信機回路部３１を備え、送受信機回路部３１は、１つ又は
複数のアンテナ３３を介して、ＵＥ３に対し信号を送受信し、かつ、ネットワークインタ
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ーフェース３５を介して、電話網７に対し信号を送受信するように動作する。コントロー
ラー３７が、メモリ３９に格納されるソフトウェアに従って、送受信機回路部３１の動作
を制御する。ソフトウェアには、とりわけ、オペレーティングシステム４１と、リソース
割当てモジュール４５及びスケジューラモジュール４７を含む通信制御モジュール４３と
が含まれる。通信制御モジュール４３は、ＵＥ３からアップリンクデータが送信され、Ｕ
Ｅ３にダウンリンクデータが送信される異なる部分帯域におけるサブフレームの生成を制
御するように動作可能である。リソース割当てモジュール４５は、基地局５とＵＥ３との
間で送信されることになるデータの量に応じて、各ＵＥ３と通信している送受信機回路部
３１によって用いられることになる異なる部分帯域にリソースブロックを割り当てるよう
に動作可能である。スケジューラモジュール４７は、ＵＥ３にダウンリンクデータを送信
するための時刻、及びＵＥ３が基地局５にアップリンクデータを送信するための時刻をス
ケジューリングするように動作可能である。通信制御モジュール４３は、各ＵＥ３に、ア
イドルモード時にＵＥが監視すべきコンポーネントキャリアを識別するデータをシグナリ
ングし；ＲＲＣ接続モード時に異なるコンポーネントキャリア間でＵＥ３を移動させ；か
つＵＥ３がその送受信機回路部をオフにすることができる時刻を制御するために用いられ
るＤＲＸパターンを規定する役割を果たす。
【００４２】
ユーザー機器（ＵＥ）
　図４は、図１に示される各ＵＥ３の主要構成要素を示すブロック図である。図に示され
るように、ＵＥ３は、１つ又は複数のアンテナ７３を介して、基地局５に対し信号を送受
信するように動作可能である送受信機回路部７１を含む。図に示されるように、ＵＥ３は
、ＵＥ３の動作を制御し、送受信機回路部７１に、かつスピーカー７７、マイクロフォン
７９、ディスプレイ８１及びキーパッド８３に接続されるコントローラー７５も備える。
コントローラー７５は、メモリ８５内に格納されたソフトウェア命令に従って動作する。
図に示されるように、これらのソフトウェア命令には、とりわけ、オペレーティングシス
テム８７と、リソース割当てモジュール９１及び送受信機制御モジュール９３を含む通信
制御モジュール８９とが含まれる。通信制御モジュール８９は、基地局５との通信を制御
するように動作可能であり、アイドルモード中に、アンカーコンポーネントキャリアを監
視する。リソース割当てモジュールは、種々の部分帯域において、アップリンクが送信さ
れるべきリソース、及びダウンリンクデータが受信されることになるリソースを特定する
役割を果たす。送受信機制御モジュール９３は、例えば、基地局５から受信されるＤＲＸ
構成データを用いて、又はＵＥ３が監視することになる部分帯域に関する知識を用いて、
現時点においてオフに切り換えることができる送受信機回路部７１の部分を特定する役割
を果たす。
【００４３】
　上記の説明において、基地局５及びＵＥ３は、理解しやすくするために、複数の別々の
モジュール（リソース割当てモジュール、スケジューラモジュール、送受信機制御モジュ
ール等）を有するものとして説明される。或る特定の応用例、例えば、本発明を実施する
ために既存のシステムが変更された場合には、これらのモジュールはこのようにして設け
られてもよいが、他の応用例、例えば、最初から本発明の機構を念頭において設計される
システムでは、これらのモジュールはオペレーティングシステム又はコード全体の中に組
み込むことができるので、これらのモジュールは別々の実体として区別できない場合もあ
る。
【００４４】
　上記のように、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＵＥ３は、複数の異なるコンポーネントキ
ャリアにおいてデータを送信及び受信することができる送受信機回路部７１を有する。図
５は、用いることができる適切な送受信機回路部７１を示すブロック図である。図に示さ
れるように、送受信機回路部は、対応するコンポーネントキャリア（Ｃ１～Ｃ５）におい
てサブキャリアを変調及び復調するための、５つの部分帯域のそれぞれに１つずつの５つ
のアップコンバーター／ダウンコンバーター回路９５－１～９５－５を含む。また、送受
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信機回路部７１は、５つの部分帯域のそれぞれにおいてアップリンクデータをそれぞれ符
号化し、ダウンリンクデータを復号するための５つの符号化／復号化回路９７－１～９７
－５も含む。符号化／復号化回路９７は、コントローラー７５からアップリンクデータを
受信し、かつ復号されたダウンリンクデータをコントローラー７５に渡す。また、コント
ローラー７５は、符号化／復号化回路９７に、かつアップコンバーター回路９５に（破線
の信号線を介して）個々の電力制御信号を供給し、それにより、不要なときに、個々の回
路の電源を切ることができるようにし、かついずれの回路も不要であるとき（例えば、Ｕ
Ｅ３がスリープモードに入るとき）に全ての回路の電源を切ることができるようにする。
【００４５】
　ターゲット基地局の通信制御モジュール４３（図３）は、ＵＥに、該ＵＥのために構成
された複数のコンポーネントキャリア（上記の例では５つ）のうちのいずれが、該ＵＥに
よって初期アクセスのために用いられることになるか、及び複数のコンポーネントキャリ
アのうちの上記コンポーネントから割り当てられた専用プリアンブルを示し、それによっ
て、ターゲット基地局が、ハンドオーバー後に、ＵＥに対し追加のコンポーネントキャリ
アを構成する必要がなく、かつＵＥに、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが
初期アクセスのために用いられることになるかを特定する必要がないようにする。
【００４６】
　一例では、ターゲット基地局はＵＥに、該ＵＥのために構成された複数のキャリアコン
ポーネントのそれぞれのコンポーネントキャリアインデックスを提供することによって、
ＵＥにコンポーネントキャリア情報を提供することができる。ＵＥ及び基地局は、例えば
複数のキャリアコンポーネントのうちの１つ又は複数を構成し、アクティベートし、ディ
アクティベートする間に、これらのインデックスを用いてキャリアコンポーネントを識別
することができる。これらのインデックスは、基地局の通信制御モジュール４３のコンポ
ーネントキャリアインデックスストア４８及びＵＥ３の通信制御モジュール８９のコンポ
ーネントキャリアインデックスストア８８に格納することができる。
【００４７】
　図６は、提案されるＭＭＥ／サービングゲートウェイ内ハンドオーバー（ＨＯ）手順を
示し、単一キャリアを用いたＣプレーンハンドオーバー（ＨＯ）シグナリングを示してい
る。該シグナリングにおいて、ターゲット基地局の通信制御モジュール４３（図３）は、
ＵＥに、該ＵＥのために構成された複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが該Ｕ
Ｅによって初期アクセスのために用いられることになるかを示すように構成される。
【００４８】
　ＨＯ手順はＥＰＣが関与することなく実行される。すなわち、準備メッセージはｅＮＢ
間で直接交換される。ＨＯ完了フェーズ中のソース側のリソースの解放は、ｅＮＢによっ
てトリガーされる。
　　０　ソースｅＮＢ（ｅＮｏｄｅＢ）内のＵＥコンテキストは、接続確立時又は最新の
ＴＡ更新時のいずれかに提供されたローミング制限に関する情報を含む。
　　１　ソースｅＮＢは、エリア制約情報に従ってＵＥ測定手順を構成する。ソースｅＮ
Ｂによって提供される測定は、ＵＥの接続モビリティを制御する機能に役立つことができ
る。
　　２　ＵＥは、ルールセット、すなわち、システム情報、仕様等によって、測定報告を
送信するようにトリガーされる。
　　３　ソースｅＮＢは測定報告及びＲＲＭ情報に基づいてＵＥをハンドオフする判定を
行う。
　　４　ソースｅＮＢは、ターゲット側においてＨＯを準備するのに必要な情報（ソース
ｅＮＢにおけるＵＥ　Ｘ２シグナリングコンテキスト参照、ＵＥ　Ｓ１　ＥＰＣシグナリ
ングコンテキスト参照、ターゲットセルＩＤ、ＫｅＮＢ＊、ソースｅＮＢにおけるＵＥの
Ｃ－ＲＮＴＩを含むＲＲＣコンテキスト、ＡＳ構成、Ｅ－ＲＡＢコンテキスト、及びソー
スセルの物理層ＩＤ＋可能性のあるＲＬＦ復元のためのＭＡＣ）を渡すハンドオーバー要
求メッセージをターゲットｅＮＢに発行する。ＵＥ　Ｘ２／ＵＥ　Ｓ１シグナリング参照
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は、ターゲットｅＮＢがソースｅＮＢ及びＥＰＣをアドレス指定することを可能にする。
Ｅ－ＲＡＢコンテキストは、必要なＲＮＬ及びＴＮＬのアドレス指定情報、並びにＥ－Ｒ
ＡＢのＱｏＳプロファイルを含む。
　　５　アドミッション制御は、ターゲットｅＮＢによってリソースを付与することがで
きる場合に、ＨＯに成功する尤度を増大させるために、該ターゲットｅＮＢによって、受
信したＥ－ＲＡＢ　ＱｏＳ情報に依拠して実行することができる。ターゲットｅＮＢは、
受信したＥ－ＲＡＢ　ＱｏＳ情報に従って、要求されたリソースを構成し、Ｃ－ＲＮＴＩ
、及びオプションでＲＡＣＨプリアンブルを予約する。ターゲットセルにおいて用いられ
ることになるＡＳ－構成は、独立して指定（すなわち「確立」）することもできるし、ソ
ースセルにおいて用いられるＡＳ構成と比較したデルタとして指定（すなわち「再構成」
）することもできる。
　　６　ターゲットｅＮＢは、Ｌ１／Ｌ２を用いてＨＯを準備し、ハンドオーバー要求肯
定応答をソースｅＮＢに送信する。ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、ハンドオ
ーバーを実行するためのＲＲＣメッセージとしてＵＥに送信されるトランスペアレントコ
ンテナー（transparent container）を含む。コンテナーは、新たなＣ－ＲＮＴＩ、選択
されたセキュリティアルゴリズムのターゲットｅＮＢセキュリティアルゴリズム識別子を
含み、専用ＲＡＣＨプリアンブルを含むこともでき、場合によってはいくつかの他のパラ
メーター、すなわちアクセスパラメーター、ＳＩＢ等を含むこともできる。ＬＴＥ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｄの場合、このメッセージは複数キャリア構成情報、並びにいずれのキャリア
が初期アクセスのために用いられることになるかに関する情報、及び該キャリアからの専
用プリアンブルを搬送する。ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、必要な場合、転
送トンネルのＲＮＬ／ＴＮＬ情報も含むことができる。
　　　注記：ソースｅＮＢがハンドオーバー要求肯定応答を受信するとすぐに、又はハン
ドオーバーコマンドの送信がダウンリンクにおいて開始されるとすぐに、データ転送を開
始することができる。
　　ステップ７～１６はＨＯ中のデータ損失を回避する手段を提供し、３ＧＰＰ仕様書３
６．３００　ＥＵＴＲＡＮ全体説明ステージ２の１０．１．２．１．２及び１０．１．２
．３において更に詳細に説明されている。
　　７　ターゲットｅＮＢは、ソースｅＮＢによってＵＥに向けて送信されることになる
、ハンドオーバーを実行するためのＲＲＣメッセージ、すなわち、モビリティ制御情報を
含むＲＲＣ接続再構成メッセージを生成する。ソースｅＮＢは必要な完全性保護及びメッ
セージの暗号化を実行する。ＵＥは必要なパラメーター（すなわち、新たなＣ－ＲＮＴＩ
、ターゲットｅＮＢセキュリティアルゴリズム識別子、及びオプションで専用ＲＡＣＨプ
リアンブル、ターゲットｅＮＢ　ＳＩＢ等）を有するＲＲＣ接続再構成メッセージを受信
し、ソースｅＮＢによって、ＨＯを実行するように指令される。ＵＥはＨＡＲＱ／ＡＲＱ
応答をソースｅＮＢに配信するためにハンドオーバーの実行を遅延させる必要はない。
　　８　ソースｅＮＢはＳＮステータス転送メッセージをターゲットｅＮＢに送信して、
ＰＤＣＰステータス保存が適用される（すなわちＲＬＣ　ＡＭの）Ｅ－ＲＡＢのアップリ
ンクＰＤＣＰ　ＳＮ受信機状態及びダウンリンクＰＤＣＰ　ＳＮ送信機状態を伝達する。
アップリンクＰＤＣＰ　ＳＮ受信機状態は、少なくとも、第１の欠落したＵＬ　ＳＤＵの
ＰＤＣＰ　ＳＮを含み、ＵＥがターゲットセルにおいて再送信する必要があるシーケンス
外ＵＬ　ＳＤＵが存在する場合、そのようなＳＤＵの受信状態のビットマップを含むこと
ができる。ダウンリンクＰＤＣＰ　ＳＮ送信機状態は、ターゲットｅＮＢが、まだＰＤＣ
Ｐ　ＳＮを有していない新たなＳＤＵに割り当てる次のＰＤＣＰ　ＳＮを示す。ソースｅ
ＮＢは、ＵＥのＥ－ＲＡＢのうちのいずれもＰＤＣＰ状態保持で処理されない場合にこの
メッセージの送信を省くことができる。
　　９　ＵＥは、モビリティ制御情報を含むＲＲＣ接続再構成メッセージを受信した後、
ターゲットｅＮＢへの同期を実行し、モビリティ制御情報内で専用ＲＡＣＨプリアンブル
が示されていた場合は競合なし手順に従って、又は専用プリアンブルが示されていなかっ
た場合は競合に基づく手順に従って、ＲＡＣＨを介してターゲットセルにアクセスする。
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ＵＥはターゲットｅＮＢに固有のキーを取り出し、ターゲットセルにおいて用いられるこ
とになる選択されたセキュリティアルゴリズムを構成する。
　　１０　ターゲットｅＮＢはＵＥ割当て及びタイミングアドバンスで応答する。
　　１１　ＵＥは、ターゲットセルへのアクセスに成功すると、いつでも可能なときに、
ハンドオーバーを承認するＲＲＣ接続再構成完了メッセージ（Ｃ－ＲＮＴＩ）をアップリ
ンクバッファー状態報告とともにターゲットｅＮＢに送信して、該ＵＥについてハンドオ
ーバー手順が完了したことを示す。ターゲットｅＮＢはＲＲＣ接続再構成完了メッセージ
内で送信されたＣ－ＲＮＴＩを検証する。次に、ターゲットｅＮＢはＵＥへのデータの送
信を開始することができる。
　　１２　ターゲットｅＮＢはＭＭＥにＵＥがセルを変更したことを通知する経路切替え
メッセージを送信する。
　　１３　ＭＭＥは、ユーザープレーン更新要求メッセージをサービングゲートウェイに
送信する。
　　１４　サービングゲートウェイはダウンリンクデータ経路をターゲット側に切り替え
る。サービングゲートウェイは、旧経路上で１つ又は複数の「エンドマーカー」パケット
を送信し、次に任意のＵプレーン／ＴＮＬリソースをソースｅＮＢに向けて解放すること
ができる。
　　１５　サービングゲートウェイはユーザープレーン更新応答メッセージをＭＭＥに送
信する。
　　１６　ＭＭＥは、経路切替え肯定応答メッセージで経路切替えメッセージを承認する
。
　　１７　ターゲットｅＮＢは、ＵＥコンテキスト解放を送信することによって、ＨＯの
成功をソースｅＮＢに通知し、ソースｅＮＢによるリソースの解放をトリガーする。ター
ゲットｅＮＢは、このメッセージを、経路切替え肯定応答メッセージをＭＭＥから受信し
た後に送信する。
　　１８　ソースｅＮＢは、ＵＥコンテキスト解放メッセージを受信すると、ＵＥコンテ
キストに関連付けられた無線リソース及びＣプレーン関連リソースを解放することができ
る。進行中の任意のデータ転送を継続することができる。
【００４９】
　上述したように、ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄの場合、ハンドオーバー要求肯定応答メッ
セージは、複数キャリアコンポーネント構成情報、並びにいずれのキャリアが初期アクセ
スのために用いられることになるかに関する情報、及び該キャリアコンポーネントからの
専用プリアンブルを搬送する。この情報は、上記で検討したようにキャリアコンポーネン
トインデックスを用いて異なるキャリアコンポーネントを識別することもできる。
【００５０】
　一例では、基地局５の通信制御モジュール４３は、コンポーネントキャリア情報、例え
ば上述したインデックスが、通信セットアップ手順又は更新手順中、この例ではＸ２セッ
トアップ手順又はＸ２更新手順中、２つの基地局間で交換されることを可能にし、それに
よってこれらのキャリアコンポーネントインデックをシグナリングのために、この例では
Ｘ２インターフェース及びＵｕインターフェースにおけるシグナリングのために用いるこ
とができるようにするよう構成される。図７は、成功した動作を示している。
【００５１】
　Ｘ２セットアップ手順は３ＧＰＰ仕様の３６．４２３のセクション８．３．３．１及び
８．３．３．２に記載されている。図７は成功したセットアップ手順を示している。
【００５２】
　Ｘ２セットアップ手順の目的は、Ｘ２インターフェースを通じて、２つの基地局が相互
運用するのに必要なアプリケーションレベルの構成データを交換することである。この手
順によって、２つの基地局内のいかなる既存のアプリケーションレベルの構成データもな
くなり、該構成データは受信した構成データに置き換えられる。また、この手順によって
、リセット手順が行うようにＸ２インターフェースがリセットされる。この手順はＵＥが
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関連しないシグナリングを用いる。
【００５３】
　このため、このセットアップ手順において、基地局（図７のｅＮＢ１）は、Ｘ２セット
アップ要求メッセージを候補基地局（図７のｅＮＢ２）に送信することによってＸ２セッ
トアップ手順を開始する。候補基地局ｅＮＢはＸ２セットアップ応答メッセージで返答す
る。開始基地局ｅＮＢ１は、候補基地局ｅＮＢ２に、サービングされているセルのリスト
を転送し、サポートされているＧＵグループＩｄのリストが利用可能であれば、該リスト
を送信する。候補基地局ｅＮＢ２は自身のサービングしているセルのリストで返答し、サ
ポートされているＧＵグループＩｄのリストが利用可能であれば、該リストを返答に含め
る。
【００５４】
　開始基地局ｅＮＢ１は、Ｘ２セットアップ要求メッセージに近傍情報ＩＥを含めること
ができる。候補基地局ｅＮＢ２は、Ｘ２セットアップ応答メッセージ内に近傍情報ＩＥも
含めることができる。近傍情報ＩＥは、報告しているｅＮＢにおけるセルの直接近傍のＥ
－ＵＴＲＡＮセルしか含まず、ｅＮＢ２の１つのセルの直接近傍は、ｅＮＢ２セルの近傍
であるｅＮＢに属する任意のセルとすることができ、例えば該セルがＵＥによって報告さ
れていない場合であっても該任意のセルとすることができる。
【００５５】
　この例では、コンポーネントキャリア情報はＸ２セットアップ要求メッセージ及びＸ２
セットアップ応答メッセージ内に含まれ、このためＸ２セットアップ手順中に交換される
。通常、このコンポーネントキャリア情報はコンポーネントキャリアインデックスとなり
、このためＸ２インターフェース及びＵｕインターフェースにおけるシグナリングに用い
ることができる。
【００５６】
　新たなキャリアが追加されるか、又は既存のキャリアが削除される場合、キャリアイン
デックス情報をＸ２　ＥＮＢ構成更新及びＥＮＢ構成更新肯定応答に含めることもできる
。
【００５７】
　一実施形態では、ソース通信デバイス５から、ユーザー通信デバイス３－０、３－１、
３－２が該ソース通信デバイスからハンドオーバーされることの通知を受信したターゲッ
ト通信デバイス５は、ユーザー通信デバイスが用いるための複数コンポーネントキャリア
情報をソース通信デバイスに提供する。複数コンポーネントキャリア情報は、ユーザー通
信デバイスに、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセスに用いられ
ることになるかを示す情報を含む。複数コンポーネントキャリア情報はコンポーネントキ
ャリアインデックスとすることができる。通信デバイスは、Ｘ２セットアップ手順等のセ
ットアップ手順中にコンポーネントキャリアインデックスを交換することができる。次に
このインデックスを、Ｘ２インターフェース及びＵｕインターフェースにおけるシグナリ
ングに用いることができる。
【００５８】
変更形態及び代替形態
　当業者には理解されるように、上述した実施形態において実施される本発明から依然と
して利益を享受しながら、該実施形態に対する複数の変更形態及び代替形態を実施するこ
とができる。例示にすぎないが、ここで、いくつかのこれらの代替形態及び変更形態を説
明する。これらの代替形態及び変更形態は、単独で用いることも、組み合わせて用いるこ
ともできる。
【００５９】
　上述した例は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのための５つのキャリアコンポーネントが存
在することを示している。これはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄに準拠するためのものであり
、キャリアコンポーネント数はより少なくすることもできることは当然ながら理解されよ
う。上述した特徴は、単独で用いることも、組み合わせて用いることもできる。このため
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、例えば、ターゲット基地局は、構成されたコンポーネントキャリアからいずれを、ＵＥ
が初期アクセスに用いることになるかを、コンポーネントキャリアインデックスを用いて
、又は別の形式で示すことができる。コンポーネントキャリア情報は、近傍基地局セルに
よって、２つの基地局間のＸ２インターフェースのセットアップ中にコンポーネントキャ
リアインデックスを用いて、又は別の形式で交換することができる。コンポーネントキャ
リアインデックスは、複数のキャリアコンポーネントを構成し、アクティベートし、ディ
アクティベートする間、単にシグナリング目的で用いることもできる。
【００６０】
　上記の実施形態では、電話に基づく電気通信システムが説明された。当業者であれば理
解するように、本出願において説明されているシグナリング技法及び電力制御技法は、任
意の通信システムにおいて用いることができる。一般的な場合、基地局及びＵＥは互いに
通信する通信ノード又はデバイスとみなすことができる。他の通信ノード又はデバイスは
、例えば携帯情報端末、ラップトップコンピューター、ウェブブラウザー等のユーザーデ
バイスを含むことができる。
【００６１】
　上記の実施形態では、複数のソフトウェアモジュールが説明された。当業者であれば理
解するように、ソフトウェアモジュールは、コンパイル形式又は非コンパイル形式で提供
することもできるし、コンピューターネットワークを介した信号として、又は記録媒体上
の信号として基地局又はＵＥに供給することもできるし、ファームウェアとして直接イン
ストール又は提供することもできる。また、このソフトウェアの一部分又は全てによって
提供される機能は、１つ若しくは複数の専用ハードウェア回路、又はソフトウェア、ファ
ームウェア、及びハードウェアの２つ以上の任意の適切な組合わせによって提供すること
ができる。しかしながら、ソフトウェアモジュールの使用によって、基地局５及びＵＥ３
の機能を更新するために基地局５及びＵＥ３を更新するのが容易になるので、ソフトウェ
アモジュールの使用が好ましい。同様に、上記の実施形態では送受信機回路部を用いたが
、送受信機回路部の機能のうちの少なくともいくつかを、ソフトウェア若しくはファーム
ウェアによって、又はソフトウェア、ファームウェア、及びハードウェアのうちの２つ以
上の任意の適切な組合せによって提供することができる。
【００６２】
　種々の他の変更は当業者には明らかであり、ここでは、これ以上詳しくは説明しない。
【００６３】
３ＧＰＰ用語の用語集
　　ＬＴＥ－（ＵＴＲＡＮの）ロングタームエボリューション
　　ｅＮｏｄｅＢ－Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｎｏｄｅ　Ｂ
　　ＵＥ－ユーザー機器－移動通信デバイス
　　ＤＬ－ダウンリンク－基地局から移動通信デバイスへ
　　ＵＬ－アップリンク－移動通信デバイスから基地局へ
　　ＭＭＥ－モバイル管理エンティティ
　　ＵＰＥ－ユーザープレーンエンティティ
　　ＨＯ－ハンドオーバー
　　ＲＬＣ－無線リンク制御
　　ＲＲＣ－無線リソース制御
　　ＲＲＭ－無線リソース管理
　　ＳＡＥ－システムアーキテクチャーエボリューション
　　Ｃ－ＲＮＴＩ－セル無線ネットワーク一時識別子
　　ＳＩＢ－システム情報ブロック
　　Ｕ－ｐｌａｎｅ－ユーザープレーン
　　Ｘ２　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ－２つのｅＮｏｄｅＢ間のインターフェース
　　Ｓ１　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ－ｅＮｏｄｅＢとＭＭＥとの間のインターフェース
　　ＴＡ－追跡エリア
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　　ＥＰＣ－発展型パケットコア
　　ＡＳ－アクセス階層
　　ＲＮＬ－無線ネットワーク層
　　ＴＮＬ－トランスポートネットワーク層
　　ＲＡＣＨ－ランダムアクセスチャネル
　　ＭＵ　ＭＩＭＯ－マルチユーザー多入力多出力
　　ＤＭＲＳ－復調参照信号フォーマット
　　ＭＣＳ－変調符号化方式
　　Ｅ－ＲＡＢ－発展型無線アクセスベアラ
　　ＰＤＣＰ－ＳＮ－パケットデータ収束プロトコルシーケンス番号
　　ＲＬＣ　ＡＭ－無線リンク制御肯定応答モード
　　ＵＬ　ＳＤＵ－アップリンクサービスデータユニット
　　Ｘ２　ＥＮＢ－Ｘ２　ｅＮｏｄｅＢ
【００６４】
　以下は、現在提案されている３ＧＰＰ標準規格において本発明を実施することができる
方法の詳細な説明である。種々の機構が不可欠であるか、又は必要であるように記述され
るが、これは、例えば、その標準規格によって課せられる他の要件に起因して、提案され
た３ＧＰＰ標準規格の場合のみ当てはまる場合がある。それゆえ、ここで述べられること
は、本発明を多少なりとも制限するものと解釈されるべきではない。
【００６５】
１．序論
　ロサンゼルスでのＲＡＮ２＃６６ｂｉｓミーティングにおいて、ＲＡＮ２は、ＬＴＥ　
Ａｄｖａｎｃｅのキャリアアグリゲーションでの接続モードモビリティの問題を論議した
。測定に関するいくつかの問題を特定し、これらの問題に対するＲＡＮ４ガイダンスを要
求した。一方、これらの問題とは別に、ＬＴＥ間ハンドオーバーにおいて、ハンドオーバ
ー後に用いる「ハンドオーバーコマンド」内に複数のＣＣを構成することが可能となるこ
とについての合意もなされた。この寄稿では、ハンドオーバーシグナリングに焦点を当て
、ターゲットセルにおいて初期アクセスを行うために必要となるいくつかの追加情報を考
察する。
【００６６】
２．考察
　ＬＴＥ間ハンドオーバーにおいて、ハンドオーバー後に用いる「ハンドオーバーコマン
ド」内に複数のＣＣを構成することが可能となることについての合意がなされた。ターゲ
ットｅＮＢがハンドオーバー後にＵＥに対し追加のコンポーネントキャリアを構成する必
要がなくなるので、この手法には利点があると考える。ただし、ターゲットｅＮＢが最初
はＵＥの１つのコンポーネントキャリアのみを構成することができることを主張すること
もできる。その後、ハンドオーバー後に、ターゲットｅＮＢはＵＥに対する追加のコンポ
ーネントを構成することができる。しかし、第２の手法では、ターゲットセルにおいて追
加のシグナリングが必要となる。
【００６７】
　ターゲットｅＮＢがハンドオーバー中に複数のキャリアコンポーネントを構成する第１
の手法では、ＵＥがターゲットセルにおいて、該セル内の１つのコンポーネントキャリア
に対してのみ初期アクセスを実行すると仮定するのが妥当である。さらに、セルの一部分
である複数のキャリアコンポーネントを有するとき、ＵＥのコンポーネントキャリアのう
ちの１つからのみ、初期アクセスを実行するための専用プリアンブルを割り当てる必要が
ある。
【００６８】
　ＬＴＥａｄｖａｎｃｅについて、おそらく、複数のキャリアコンポーネントを構成し、
アクティベートし、ディアクティベートする間に、ＵＥ及びｅＮＢの双方が、シグナリン
グ目的で用いることができ、かつハンドオーバー後にターゲットセルにおいて初期アクセ
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スが実行されることになるコンポーネントキャリアを示すためにも用いることができるコ
ンポーネントキャリアインデックスの概念が必要となる。
【００６９】
　提案１：ＬＴＥａｄｖａｎｃｅについて、複数のキャリアコンポーネントを構成し、ア
クティベートし、ディアクティベートする間に、ＵＥ及びｅＮＢの双方が、シグナリング
目的で用いることができるコンポーネントキャリアインデックスの概念が必要である場合
がある。
【００７０】
　提案２：ハンドオーバー中に複数のコンポーネントキャリアを構成するとき、ターゲッ
トｅＮＢは、構成されたコンポーネントキャリアからいずれをＵＥによって初期アクセス
のために用いるか、及び該コンポーネントキャリアが割り当てられる専用プリアンブル形
態を示すことも必要である。
【００７１】
　また、近傍のｅＮＢセルのコンポーネントキャリア情報が、２つのｅＮＢ間のＸ２イン
ターフェースのセットアップ中に交換され、キャリアコンポーネントインデックスが近傍
のｅＮＢにおいて知られることが妥当である。これはＲＡＮ３の問題であるが、この種の
手法を用いることをＲＡＮ２で合意した場合、ＲＡＮ３と連携して、キャリアコンポーネ
ントインデックスのＵｕインターフェース及びＸ２インターフェースの一貫した定義を有
するのがよい。
【００７２】
　提案３：近傍のｅＮＢセルのコンポーネントキャリア情報が２つのｅＮＢ間のＸ２イン
ターフェースのセットアップ中に交換され、キャリアコンポーネントインデックスが近傍
のｅＮＢに知られる。これらのキャリアコンポーネントインデックスは、Ｘ２インターフ
ェース及びＵｕインターフェースにおけるシグナリングに用いることができる。
【００７３】
　新たなキャリアが追加されるか又は既存のキャリアが削除された場合、キャリアインデ
ックス情報を、Ｘ２　ＥＮＢ構成更新及びＥＮＢ構成更新肯定応答にも含めることができ
る。
【００７４】
３．結論
　この論文において接続モードモビリティ中に複数のコンポーネントキャリアを構成する
間に必要となる追加のシグナリングの詳細、及びＵＥ接続モードを割り当ててキャリアの
サブセットを監視する方法の詳細についても考察している。本稿による主な提案は以下の
とおりである。
【００７５】
　提案１：ＬＴＥａｄｖａｎｃｅについて、複数のキャリアコンポーネントを構成し、ア
クティベートし、ディアクティベートする間に、ＵＥ及びｅＮＢの双方が、シグナリング
目的で用いることができるコンポーネントキャリアインデックスの概念が必要である場合
がある。
【００７６】
　提案２：ハンドオーバー中に複数のコンポーネントキャリアを構成するとき、ターゲッ
トｅＮＢは、構成されたコンポーネントキャリアからいずれをＵＥによって初期アクセス
のために用いるか、及び該コンポーネントキャリアが割り当てられる専用プリアンブル形
態を示すことも必要である。
【００７７】
　提案３：近傍のｅＮＢセルのコンポーネントキャリア情報が２つのｅＮＢ間のＸ２イン
ターフェースのセットアップ中に交換され、キャリアコンポーネントインデックスが近傍
のｅＮＢに知られる。これらのキャリアコンポーネントインデックスは、Ｘ２インターフ
ェース及びＵｕインターフェースにおけるシグナリングに用いることができる。
【００７８】
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　新たなキャリアが追加されるか又は既存のキャリアが削除された場合、キャリアインデ
ックス情報を、Ｘ２　ＥＮＢ構成更新及びＥＮＢ構成更新肯定応答にも含めることができ
る。
【００７９】
　本発明は実施形態の観点から説明されているが、本発明はそれに限定されない。本発明
の構造及び詳細には、特許請求の範囲において説明される本発明の趣旨及び範囲内で、当
業者が理解することができる様々な変更を加えることができる。
　上記の実施形態及び実施例の一部又は全部は以下の付記のようにも記載されうるが、こ
れらに限定されるものではない。
（付記１）
　ターゲット通信デバイスによって実行される方法であって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信すること、
　前記ユーザー通信デバイスのために、複数のインデックスであってそれらの各々が該タ
ーゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれのコ
ンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネ
ントキャリア情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレント
コンテナーにおいて提供すること、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオー
バー要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供されること、
を含む、ターゲット通信デバイスによって実行される方法。
（付記２）
　前記複数コンポーネントキャリア情報は、前記ユーザー通信デバイスに伝達するために
前記ソース通信デバイスに提供される、付記１に記載の方法。
（付記３）
　前記ソース通信デバイスから受信した前記通知はハンドオーバーコマンドである、付記
１に記載の方法。
（付記４）
　前記複数コンポーネントキャリア情報は、専用プリアンブルが、初期アクセスに用いら
れることになる前記コンポーネントキャリアから割り当てられることを示す、付記１～３
のいずれかに記載の方法。
（付記５）
　ソース通信デバイスによって実行される方法であって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスにハン
ドオーバーされることの通知を供給すること、及び
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスのための複数コンポーネ
ントキャリア情報を無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレントコ
ンテナーにおいて受信することを含み、
　該複数コンポーネントキャリア情報は、複数のインデックスであってそれらの各々が前
記ターゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれ
のコンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリア
のうちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報と、を含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、該ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバ
ー要求肯定応答メッセージにおいて該ソース通信デバイスに提供される、ソース通信デバ
イスによって実行される方法。
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（付記６）
　ソース通信デバイスから受信した前記通知はハンドオーバーコマンドである、付記５に
記載の方法。
（付記７）
　前記複数コンポーネントキャリア情報は、専用プリアンブルが、初期アクセスに用いら
れることになる前記コンポーネントキャリアから割り当てられることを示す、付記５又は
６に記載の方法。
（付記８）
　コンポーネントキャリア情報を１つ又は複数の近傍の通信デバイスと交換することを更
に含む、付記１～７のいずれかに記載の方法。
（付記９）
　近傍の通信デバイスとの通信インターフェースのセットアップ又は更新中に該近傍の通
信デバイスとコンポーネントキャリア情報を交換することを更に含む、付記１～７のいず
れかに記載の方法。
（付記１０）
　当該方法は、近傍の通信デバイスとのＸ２インターフェースのセットアップ又は更新中
に該近傍の通信デバイスとコンポーネントキャリアインデックスを交換することを更に含
む、付記１～７のいずれかに記載の方法。
（付記１１）
　前記キャリアコンポーネント情報をシグナリングに用いることを更に含む、付記９又は
１０に記載の方法。
（付記１２）
　前記キャリアコンポーネントインデックスを前記Ｘ２インターフェース及びＵｕインタ
ーフェースにおけるシグナリングに用いることを更に含む、付記１０に記載の方法。
（付記１３）
　ユーザー通信デバイスによって実行される方法であって、
　ソース通信デバイスから、複数のインデックスであってそれらの各々がターゲット通信
デバイスと共に用いるべく該ユーザー通信デバイスに対してそれぞれのコンポーネントキ
ャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初
期アクセスに用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネントキャリア情
報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレントコンテナーにお
いて受信することを含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが該ユーザー通信デバイスによる初
期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、該ユーザー通信デバイスに通信
するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバー
要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供され、
　該方法は更に、特定された前記コンポーネントキャリアを用いてターゲット通信デバイ
スとの初期アクセスを開始すること、
を含む、ユーザー通信デバイスによって実行される方法。
（付記１４）
　ターゲット通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信する受信機と、
　前記ユーザー通信デバイスのために、複数のインデックスであってそれらの各々が該タ
ーゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれのコ
ンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネ
ントキャリア情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレント
コンテナーにおいて提供する提供部と、
を備え、
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　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオー
バー要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供される、ターゲット
通信デバイス。
（付記１５）
　前記提供部は、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ソース通信デ
バイスへの初期アクセスに用いられることになるかを前記ユーザー通信デバイスに示す情
報を含む複数コンポーネントキャリア情報を、前記ユーザー通信デバイスに伝達するため
に提供するように動作可能である、付記１４に記載の通信デバイス。
（付記１６）
　前記ソース通信デバイスから受信した前記通知はハンドオーバーコマンドである、付記
１４に記載の通信デバイス。
（付記１７）
　前記提供部は、前記複数コンポーネントキャリア情報において、専用プリアンブルが、
初期アクセスに用いられることになる前記コンポーネントキャリアから割り当てられるこ
とを示す情報を提供するように動作可能である、付記１４～１６のいずれかに記載の通信
デバイス。
（付記１８）
　ソース通信デバイスであって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスにハン
ドオーバーされることの通知を供給する供給部と、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスのための複数コンポーネ
ントキャリア情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレント
コンテナーにおいて受信する受信機と、を含み、
　該複数コンポーネントキャリア情報は、複数のインデックスであってそれらの各々が前
記ターゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれ
のコンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリア
のうちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報と、を含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、該ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバ
ー要求肯定応答メッセージにおいて該ソース通信デバイスに提供される、ソース通信デバ
イス。
（付記１９）
　ソース通信デバイスから受信した前記通知はハンドオーバーコマンドである、付記１８
に記載の通信デバイス。
（付記２０）
　前記複数コンポーネントキャリア情報は、専用プリアンブルが、初期アクセスに用いら
れることになる前記コンポーネントキャリアから割り当てられることを示す、付記１８又
は１９に記載の通信デバイス。
（付記２１）
　コンポーネントキャリア情報を１つ又は複数の近傍の通信デバイスと交換する通信デバ
イスコミュニケーターを更に備える、付記１４～２０のいずれかに記載の通信デバイス。
（付記２２）
　近傍の通信デバイスとの通信インターフェースのセットアップ又は更新中に該近傍の通
信デバイスとコンポーネントキャリア情報を交換する通信デバイスコミュニケーターを更
に備える、付記１４～２０のいずれかに記載の通信デバイス。
（付記２３）
　前記通信デバイスは、近傍の通信デバイスとの通信インターフェースのセットアップ又
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は更新中に該近傍の通信デバイスとコンポーネントキャリアインデックスを交換する通信
デバイスコミュニケーターを更に備える、付記１４～２０のいずれかに記載の通信デバイ
ス。
（付記２４）
　前記通信デバイスコミュニケーターは、前記キャリアコンポーネント情報をシグナリン
グに用いるように動作可能である、付記２２又は２３に記載の通信デバイス。
（付記２５）
　前記キャリアコンポーネント情報はインデックスを含み、前記通信デバイスコミュニケ
ーターは、該キャリアコンポーネントインデックスをＸ２インターフェース及びＵｕイン
ターフェースにおけるシグナリングに用いるように動作可能である、付記２３に記載の通
信デバイス。
（付記２６）
　ユーザー通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、複数のインデックスであってそれらの各々がターゲット通信
デバイスと共に用いるべく該ユーザー通信デバイスに対してそれぞれのコンポーネントキ
ャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初
期アクセスに用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネントキャリア情
報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレントコンテナーにお
いて受信する受信機を含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが該ユーザー通信デバイスによる初
期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、該ユーザー通信デバイスに通信
するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバー
要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供され、
　該ユーザー通信デバイスは更に、特定された前記コンポーネントキャリアを用いてター
ゲット通信デバイスとの初期アクセスを開始する開始部を備える、ユーザー通信デバイス
。
（付記２７）
　ターゲット通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハンドオ
ーバーされることの通知を受信する受信手段と、
　前記ユーザー通信デバイスのために、複数のインデックスであってそれらの各々が該タ
ーゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれのコ
ンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネ
ントキャリア情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレント
コンテナーにおいて提供する提供手段と、を備え、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオー
バー要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供される、ターゲット
通信デバイス。
（付記２８）
　ソース通信デバイスであって、
　ターゲット通信デバイスに、ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスにハン
ドオーバーされることの通知を供給する供給手段と、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスのための複数コンポーネ
ントキャリア情報を、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレント
コンテナーにおいて受信する受信手段と、を含み、
　該複数コンポーネントキャリア情報は、複数のインデックスであってそれらの各々が前
記ターゲット通信デバイスと共に用いるべく前記ユーザー通信デバイスに対してそれぞれ
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のコンポーネントキャリアを示す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリア
のうちのいずれが初期アクセスに用いられることになるかを示す情報と、を含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが前記ユーザー通信デバイスによる
初期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、前記ユーザー通信デバイスに
通信するために、該ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバ
ー要求肯定応答メッセージにおいて該ソース通信デバイスに提供される、ソース通信デバ
イス。
（付記２９）
　ユーザー通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、複数のインデックスであってそれらの各々がターゲット通信
デバイスと共に用いるべく該ユーザー通信デバイスに対してコンポーネントキャリアを示
す複数のインデックスと、複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが初期アクセス
に用いられることになるかを示す情報とを含む複数コンポーネントキャリア情報を、無線
リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを含むトランスペアレントコンテナーにおいて受信す
る受信手段を含み、
　前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれが該ユーザー通信デバイスによる初
期アクセスに用いられることになるかを示す前記情報は、該ユーザー通信デバイスに通信
するために、前記ソース通信デバイスから受信した前記通知に応答して、ハンドオーバー
要求肯定応答メッセージにおいて前記ソース通信デバイスに提供され、
　該ユーザー通信デバイスは更に、特定された前記コンポーネントキャリアを用いてター
ゲット通信デバイスとの初期アクセスを開始する開始手段を備える、ユーザー通信デバイ
ス。
（付記３０）
　前記セットアップの手順又は更新の手順はＸ２セットアップ手順又はＸ２更新手順であ
る、付記９に記載の方法。
（付記３１）
　前記セットアップの手順又は更新の手順はＸ２セットアップ手順又はＸ２更新手順であ
る、付記２２又は２３に記載の通信デバイス。
（付記３２）
　プログラム可能なコンピューターデバイスに、付記１～１３及び３０のいずれかに記載
の方法を実行させるコンピューター実施可能命令を含むプログラム。
（付記３３）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なターゲット
通信デバイスによって実行される方法であって、
　ソース通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハン
ドオーバーされることの通知を受信することと、
　前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複数のコンポーネントキャリアに含ま
れるコンポーネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネント
キャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることにな
るかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテナーにおいて前記ソース通信デバイ
スへ送信することとを含み、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て送信される、
ターゲット通信デバイスによって実行される方法。
（付記３４）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なソース通信
デバイスによって実行される方法であって、
　ターゲット通信デバイスに、前記ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスに
ハンドオーバーされることの通知を送信することと、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複
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数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポーネントキャリアを識別するための第一の
情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが
初期アクセスに用いられることになるかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテ
ナーにおいて受信することと、
　前記ユーザー通信デバイスへ、前記第一の情報と前記第二の情報を含む無線リソース制
御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを送信することとを含み、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て受信される、ソース通信デバイスによって実行される方法。
（付記３５）
　ソース通信デバイスまたはターゲット通信デバイスの少なくとも一つと複数のコンポー
ネントキャリアを用いて通信可能なユーザー通信デバイスによって実行される方法であっ
て、
　前記ソース通信デバイスから、前記複数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポー
ネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることになるかを示す第
二の情報とを含む無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを受信することと、
　前記第二の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスとの初期アクセスを開始する
ことと、
　前記第一の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスと通信を行うことと、
を含む、ユーザー通信デバイスによって実行される方法。
（付記３６）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なターゲット
通信デバイスであって、
　ソース通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハン
ドオーバーされることの通知を受信する受信回路と、
　前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複数のコンポーネントキャリアに含ま
れるコンポーネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネント
キャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることにな
るかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテナーにおいて前記ソース通信デバイ
スへ送信する送信回路と、
を備え、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て送信される、ターゲット通信デバイス。
（付記３７）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なソース通信
デバイスであって、
　ターゲット通信デバイスに、前記ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスに
ハンドオーバーされることの通知を送信する送信回路と、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複
数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポーネントキャリアを識別するための第一の
情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが
初期アクセスに用いられることになるかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテ
ナーにおいて受信する受信回路と、を含み、
　前記送信回路は更に、前記ユーザー通信デバイスへ、前記第一の情報と前記第二の情報
を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを送信し、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て受信される、ソース通信デバイス。
（付記３８）
　ソース通信デバイスまたはターゲット通信デバイスの少なくとも一つと複数のコンポー
ネントキャリアを用いて通信可能なユーザー通信デバイスであって、
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　前記ソース通信デバイスから、前記複数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポー
ネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることになるかを示す第
二の情報とを含む無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを受信する受信回路
と、
　前記第二の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスとの初期アクセスを開始し、
前記第一の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスと通信を行う通信制御モジュー
ルと、
を含む、ユーザー通信デバイス。
（付記３９）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なターゲット
通信デバイスを構成するコンピューターに、
　ソース通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスが該ソース通信デバイスからハン
ドオーバーされることの通知を受信する処理と、
　前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複数のコンポーネントキャリアに含ま
れるコンポーネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネント
キャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることにな
るかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテナーにおいて前記ソース通信デバイ
スへ送信する処理と、を実行させるプログラムであって、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て送信される、プログラム。
（付記４０）
　ユーザー通信デバイスと複数のコンポーネントキャリアを用いて通信可能なソース通信
デバイスを構成するコンピューターに、
　ターゲット通信デバイスに、前記ユーザー通信デバイスが該ターゲット通信デバイスに
ハンドオーバーされることの通知を送信する処理と、
　前記ターゲット通信デバイスから、前記ユーザー通信デバイスの通信のために、前記複
数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポーネントキャリアを識別するための第一の
情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのうちのいずれのコンポーネントキャリアが
初期アクセスに用いられることになるかを示す第二の情報とをトランスペアレントコンテ
ナーにおいて受信する処理と、
　前記ユーザー通信デバイスへ、前記第一の情報と前記第二の情報を含む無線リソース制
御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを送信する処理とを実行させるプログラムであって、
　前記トランスペアレントコンテナーは、ハンドオーバー要求肯定応答メッセージにおい
て受信される、プログラム。
（付記４１）
　ソース通信デバイスまたはターゲット通信デバイスの少なくとも一つと複数のコンポー
ネントキャリアを用いて通信可能なユーザー通信デバイスを構成するコンピューターに、
　前記ソース通信デバイスから、前記複数のコンポーネントキャリアに含まれるコンポー
ネントキャリアを識別するための第一の情報と、前記複数のコンポーネントキャリアのう
ちのいずれのコンポーネントキャリアが初期アクセスに用いられることになるかを示す第
二の情報とを含む無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再構成メッセージを受信する処理と、
　前記第二の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスとの初期アクセスを開始する
処理と、
　前記第一の情報に基づいて、前記ターゲット通信デバイスと通信を行う処理と、を実行
させるプログラム。
（付記４２）
　前記ハンドオーバー要求肯定応答メッセージは、前記ユーザー通信デバイスが前記ソー
ス通信デバイスからハンドオーバーされることの通知に応答して送信される、付記３３に
記載の方法。
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